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総務省では、企業のシステム管理担当者を対象に、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを確実に確保でき

るようにするための手引き（チェックリスト）を策定しています。令和４年５月末、その最新版（第３版）が公表されました。 

････････････････テレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）（第３版）から抜粋･････････････････ 

中小企業等担当者向けテレワークセキュリティのチェックリスト（第３版）を公表 
 

★ウクライナ情勢などを踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について、政府から、再三再四、注意喚起が行われて

いる状況ですので、テレワークを実施している場合には、最新のチェックリストを確認しておきたいところです。 

全文をご覧になりたいときは、気軽にお声掛けください。 

短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 深堀り解説❶ 

令和４年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるた

め、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20

時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があ

ります。この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか？                                                                                  （次ページへ続く） 

まずは、フローチャートでテレワーク方式を確認したうえで、各方式に対応したチェックリストに進めるように構成されています。 
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● 6月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

● 納期特例の適用を受けている源泉所得税（1～6月分）の納付期限 

● 健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届の提出期限 

● 労働保険の年度更新手続きの締切日 

8/1 ● 6月分健康保険料・厚生年金保険料の納付期限 

● 労働者死傷病（休業4日未満）報告（4～6月分）の提出期限 

◆あとがき◆ 今号のトップ記事はテレワークです。ＮＴＴが３万人の社員を在宅勤務とし、出社は「出勤」で

はなく「出張」扱いとするニュースをご覧になった方も多いと思います。新型コロナの感染状況が落ち着きを見

せている現在、テレワークは、コロナ対策ではなく、柔軟な働き方で生産性向上の方策として検討する良いチャ

ンスではないでしょうか。また、101 人以上の企業の社会保険の適用拡大が 10 月実施と迫っております。ご不明

な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。（Ｋ） 

 
 

国税庁から、「令和４年４月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。今後適用されることに

なる源泉所得税関係の改正の主要なものが掲載されています。そのうち、給与計算や年末調整に影響するものを紹介します。 

お仕事 
カレンダー 
７月 

★これらは、すべての社員に適用される規定ではありませんが、対象となる社員がいれば、企業側の対応に変更が生じる部分もあ

ります。給与計算や年末調整を担当される方は、確認しておきたいところです。他の改正事項も含め、気軽にお尋ねください。 

「令和４年４月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表（国税庁） 

●扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次のいずれにも該当しないものが除

外されることになりました（逆にいえば、次のいずれかに該当することが必要）。  

①  留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

②  障害者  

③   扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 

そのため、非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合には、その源泉徴収事務における確認書類に変更が生じます。 

 留学生 障害者 38万円以上の送金を受けている者 

確認書類 留学ビザ等相当書類 ― 38万円以上の送金関係書類 

確認時期 扶養控除等申告書を受領するとき ― 年末調整を行う時 

(注) 扶養控除等申告書を受領する時の親族関係書類及び年末調整を行う時の送金関係書類の確認については、現行のとおり必要となりま

す。ただし、年末調整を行う時に 38万円以上の送金関係書類の確認をする場合には、現行の送金関係書類の確認をする必要はありません。 

➡ この改正は、令和５年分以後の所得税について適用されます。 

●年末調整の際に、令和５年１月１日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の

適用を受けようとする者は、住宅取得資金に係る借入金の残高証明書を「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」へ添

付することが不要とされることになりました。 

 ➡この改正は、令和６年１月１日以後に提出する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」について適用されます。 

●101人以上（100人超え）とは、「使用する被保険者の総数が常時100人を超える」ということです。 

具体的には、次のいずれかの考え方で判定します。  

①  法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の 

被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。  

② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 

常時100人を超えるか否かによって判定します。  

〈補足〉このように、特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される「厚生年金保険」の被保険者の総数になります。 

【注意点】・今回の適用拡大の対象となる短時間労働者は、被保険者の総数に含めません。 

・「厚生年金保険」の被保険者が対象ですから、70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。  

●では、「常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのでしょうか。具体的には次のとおりです。 

① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12 か

月のうち６か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。  

② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち６か月以上100人

を超えることが見込まれる場合を指します。 

････････････････････････「令和４年４月 源泉所得税の改正のあらまし」から抜粋･･････････････････････ 

･･･････････････････････････更なる適用拡大の具体的内容❶／企業規模要件の判定･････････････････････････ 

★このように判定した厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超え500人以下の適用事業所が、令和４年10月から

新たに特定適用事業所となります。どのような手続が必要になるのか？  次回、そのポイントを紹介します。 


